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外国人労働者の在留資格確認手順の策定について 

 

謹啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、厚生労働省によると、日本における外国人労働者数は 2022 年 10 月末時点で

過去最高を更新し、今後さらに増加することが予想されます。その一方で、外国人   

労働者の不法就労などが近年増加の一途を辿り、社会問題となっています。また、当社

においては、外国人労働者が在留カード偽造による不法就労で逮捕される事案が発生し、

この事態を重く受け止めております。不法就労は法律で禁止されており、外国人労働者

を雇用する事業主は、雇用管理において講ずべき必要な措置が定められており、順守 

しない事業主に対しては罰則が科せられます。 

つきましては、外国人労働者の在留資格確認手順を下記のとおり策定し、2023 年  

4 月 1 日より運用いたしますので、外国人労働者を雇用する事業主の義務や処罰対象と

併せてお知らせいたします。本手順が順守されない場合は、当該外国人労働者は当社 

工事所で就労することができませんので、協力会社のみなさまにおかれましては、  

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

謹白 

 

記 

【外国人を雇用する事業主の義務や処罰対象】 

・事業主は、外国人を雇用する際は、在留カード、旅券（パスポート）の提示を求め、

在留資格・期間、在留期限、資格外活動許可の有無等を確認するなど、雇用できる  

外国人であるかを確認する義務があります。（出入国管理及び難民認定法第 73 条の 2

第 2 項 1～3 号※1） 

・働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした 

者は、不法就労助長の処罰対象となります。また、外国人の雇用時に、当該外国人が

不法就労者であることを知らなくても、在留カードの確認をしていない等の過失が 

ある場合は処罰の対象となります。（出入国管理及び難民認定法 73 条の 2 第 1 項  

1～3 号※1） 

・外国人は旅券又は各種許可書（在留カード）を携帯し、権限ある官憲（警察官等）の

提示要求があった場合には，提示することが義務付けられています。（出入国管理  

及び難民認定法 第 23 条） 

 ※1 罰則・・・3 年以下の懲役若しくは 300 万円以下の罰金又はその併科 



【一次会社の実施事項】 

①雇用会社に対して、在留カード等読取アプリケーション（以下「アプリ」という）

で在留カードをスキャンし、読み取り結果と在留カードの現物を比較、確認し、  

スキャン結果をスクリーンショットとして残すよう指導する。また、グリーン  

サイト（以下「ＧＳ」という）の従業員基本情報編集で『在留カード又は外国人   

登録証明書』に、スキャン結果のスクリーンショットを登録するよう指導する。 

②雇用会社に代わって上位会社がＧＳの代行登録を行っている場合は、その上位会社

が責任を持って代行登録を行う。 

※登録の画面 

 

③ＧＳに登録されたアプリスキャン結果のスクリーンショットを閲覧して、在留カード

が偽変造されていないことを確認する。 

④雇用会社等に対して、送り出し教育時に在留カードの現物を再度確認させて、   

新規入場者届に確認した結果を記入するよう指導する。また、外国人労働者に対し、   

在留カードを常に携帯するよう指導する。 

 

※新規入場者届（新様式）の確認項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・グリーンサイトより出力する『新規入場者アンケート』は、2023 年 3 月 3 日（金）

より新様式に対応いたします。なお、2023 年 3 月 3 日から同年 3 月 31 日は経過  

措置期間として、新旧いずれの様式を用いても差し支えありません。また、経過措置

期間中は本通知に則った確認手順は任意といたしますが、雇用会社は引き続き外国人

労働者の在留カードを確実に確認してください。 

・経過措置期間中は、協力会ホームページに新規入場者届の新旧様式を掲載します。 

・同年 4 月 1 日以降は、新規入場者届の旧様式(手書き分)による提出は不可とします。 

・在留資格の詳細については、出入国在留管理庁 HP で確認してください。 

 

【留意点】 

・アプリ上で表示される在留カードと、在留カードの現物を必ず比較、確認して

ください。アプリは、在留カードの番号と ICチップの情報を照合する仕組み

であり、在留カードの写真や記載内容の偽変造を見抜くためには、目視で確認

するしかありません。 

 

【参考】アプリでスキャンした際の表示画面（スクリーンショットのイメージ） 

 

〇正常          ×異常 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必ず、画面に表示され

た在留カードと在留

カードの現物を比較、

確認するようにして

ください。 

https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/qaq5.html


・出入国在留管理庁 HP の『在留カード等番号失効情報照会』は、在留カード

及び特別永住者証明書の失効期限を確認するもので、在留カードの有効性を

証明するものではありません。在留カードの番号と有効期限を合致させた偽

造カードは『失効していません』と表示されるため、注意してください。 

・在留カードの現物を確認する際には、出入国在留管理庁 HP『「在留カード」

及び「特別永住者証明書」の見方』を参考にしてください。 

 

 

 

〔本件お問い合わせ先〕 

・株式会社奥村組 

                東日本支社安全品質環境部 安全管理課 

                 担当：藤後、蓮沼（TEL:03‐5427‐8197） 

 

                西日本支社安全品質環境部 安全管理課 

                 担当：金咲(TEL：06‐6625‐3874) 

                

 

以  上 

https://www.moj.go.jp/isa/content/930001578.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/930001578.pdf
tel:03‐5427‐8197

